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第Ⅰ章 経営戦略実施計画とは 
 

 この熊本市上下水道事業経営戦略実施計画（以下「実施計画」という。）は、熊本市上下水道事業経営

戦略（以下「経営戦略」という。）に掲げる理念や目指す将来像を実現するための具体的な取組内容を取

りまとめたものです。 

 今回、熊本市第８次総合計画と整合を図り、連動した計画実施とするため、経営戦略の計画期間を令和

１３年度（２０３１年度）まで延長します。また、延長後の実施計画については、より質の高い経営戦略とする

ため、適切な見直しが可能となるよう令和７年度(20２５年度)から令和９年度(202７年度)までの３年間

を対象とした中期実施計画を策定します。 

さらに、令和１０年度（２０２８年度）から令和１３年度（２０３１年度）までの４年間を後期実施計画として、

総合計画の見直し時期と合わせて、令和９年度（２０２７年度）末までに策定する予定です。 

なお、取組に必要な事業費やその財源の積み上げである「財政見通し」については、中期実施計画の

策定に合わせて更新します。 

この財政見通しは、安定した事業経営の財政的な裏付けとなるものであることから、長期間の試算  

結果をもとに計画期間である令和１３年度（２０３１年度）までの見通しを示しています。 

 

○経営戦略と実施計画の関係（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *後期実施計画は令和９年度(２０２７年度)末に策定 

中間見直し 

取組・検証指標 

理念・目指す将来像・基本方針 

中長期財政計画 
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○施策体系図 
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第Ⅱ章 これまでの取組 
 

上下水道局では、これまで「熊本市上下水道事業経営戦略前期実施計画（以下、「前期実施計画」）」に

基づき事業を推進してきました。この前期実施計画では、経営戦略に掲げる４つの将来像を目指すため、

８つの基本方針に基づき、１９項目の具体的な取組を実施してきました。 

また、その進捗状況について見える化を図るため、目標値となる検証指標を４６項目策定し、年度ごと

に達成状況を評価・分析することで、事業の進捗を客観的に把握し、取組の着実な推進につなげてきまし

た。 

 

１ 前期実施計画の施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来像
基本
方針 取組 検証指標

1 信頼性の高い水質検査 (1)水質基準達成率

2 徹底した水質管理 (2)残留塩素濃度から見たおいしい水の要件達成率

3 取水井戸・施設の点検改修

4 漏水防止対策の強化

5 鉛製給水管の更新 (4)鉛製給水管率

6 予防保全への転換

7 計画的な施設の維持管理 (5)浄化センター・ポンプ場の設備機器の点検箇所数

8 管路の適切な維持管理 (6)腐食環境下における下水道管路の点検実施率

9 ICTを活用した効率化

取組2-3.工業用水道施設の維持管理 10 適切な維持管理 検証指標なし

11 施設・管路の計画的な更新
(7)取水井戸の更新箇所数
(8)水道管路の更新延長

12 施設・管路の機能強化や未普及地区への整備
(9)水運用機能強化のための新設管路延長
(10)未普及地区の水道管路整備延長

13 ストックマネジメントに基づく改築更新
(11)浄化センター・ポンプ場の設備機器の改築更新箇所数
(12)下水道管路の改築更新延長

14 未普及地区の整備 (13)公共下水道普及率

15 水道施設・管路の耐震化
(14)耐震適合性のある基幹管路の割合
(15)水道管路の耐震管率

16 下水道施設・管路の耐震化
(16)下水道管路の耐震化率
(17)浄化センター・ポンプ場の耐震対策実施率

17 災害対策用貯水量の増加 (18)災害対策用貯水量

取組5.浸水対策の推進 18 重点６地区の浸水対策 (19)重点対策地区の対策実施面積

19 危機管理体制の不断の見直し

20 災害情報の円滑な受発信

21 応急給水体制機能の強化 (21)避難所運営委員会等向け研修の実施回数

22 マンホールトイレの整備 (22)マンホールトイレの整備基数

23 地下水かん養の取組 (23)取水量に対する地下水かん養量の割合

24 地下水質の保全

25 有効利用の推進

26 放流水質の確保 (24)目標放流水質達成率

27 高度処理の推進
(25)放流水の窒素含有量
(26)放流水のリン含有量

28 総合的な汚水処理の推進 (27)水洗化率

29 省エネルギー機器の導入と効率的な運用 (28)処理水量１㎥当たりの電力量

30 再生可能エネルギーの活用 (29)再生可能エネルギー発電量

31 下水道資源の有効活用 (30)消化ガスの有効利用率

32 広聴の充実

33 ニーズの分析と情報共有

34 理解の促進

35 魅力を届ける

36 ホームページの活用

37 ICTを活用したサービスの充実
（34）給排水設備工事の電子申請率
（35）電子手続きの利用件数

38 ユニバーサルデザインの推進

39 職員研修計画の更新 （36）研修受講率

40 技術の継承 （37）内部講師の養成数

41 職員の意識改革 （38）職員からの意見提案数

取組14.国際貢献によるスキルアップ 42 積極的な国際交流 （39）国際交流延べ人数

取組15.財政マネジメントの強化 43 投資・財政計画に基づく経営
（40）水道事業会計純損益
（41）下水道事業会計純損益

44 財政目標を見据えた経営

45 企業債残高の削減

46 経費削減の取組

47 資産の有効活用

48 未収金対策

49 官民連携の拡大

50 効率な組織のあり方の検討

51 将来的組織のあり方の検討

取組19.料金等のあり方の検討 52 料金等のあり方の検討 検証指標なし

基
本
方
針
４

基
本
方
針
５

基
本
方
針
６

基
本
方
針
７

基
本
方
針
８

将
来
像
１

（
安
全
安
心

）

将
来
像
２

（
環
境
保
全

）

将
来
像
３

（
信
頼

）

将
来
像
４

（
持
続

）
取組18.更なる経営健全化の取組

【再掲】水道事業会計純損益
【再掲】下水道事業会計純損益

(3)有効率

(20)危機管理研修延べ時間

基
本
方
針
１

基
本
方
針
２

基
本
方
針
３

取組16.中長期的な財政見通しに基づく事業経営

（42）企業債残高（水道）
（43）企業債残高（下水道）
（44）企業債残高対給水収益比率
（45）企業債残高対事業規模比率

取組17.経費削減と資産の有効活用 （46）計画期間内累計資産売却数

取組12.お客さまの利便性向上

取組13.職員研修の充実

取組10.お客さまニーズの把握 (31)お客さまからのご意見数

取組11.わかりやすい情報提供
(32)情報提供満足度
(33)広報活動の認知度

取組8.公共用水域の水質
保全

取組9.省エネ・創エネの取組

取組6.災害時対応能力の強化

取組7.地下水保全の取組

取組3-2.下水道施設等の改築更新と整備

取組4.耐震化の推進

取組2-2.下水道施設等の維持管理

取組3-1.水道施設等の改築更新と整備

取組１.水道水質管理

取組２-1.水道施設等の維持管理

具体的取組
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２ 前期実施計画における成果と課題 

前期実施計画に基づき各種の取組を進めてきた結果、令和 5年度（２０２３年度）末時点で、46項目

の検証指標のうち約９割の項目において、目標達成（A 評価）や目標達成に向け概ね計画どおりに進捗

（B評価）しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 目標を達成している指標の例として、災害時に避難所として指定されている下水道計画区域内の小中

学校に、マンホールトイレを整備しており、計画に基づいて順調に整備基数を増やしており、整備後も設営

方法について、避難所を運営する団体等へ説明を行っています。 

また、押印廃止等による行政手続きのオンライン化が進んだことで、給排水設備工事の電子申請や  

上下水道の使用開始・廃止、口座申込の電子申請件数が増加し、目標値を大きく上回りました。 

 

 

 

 

 

 

その一方で、計画どおりに進捗していない指標があり、その一例として、水道管路の更新延長について、

近年の資材価格や経費の上昇により工事費が高騰し、計画どおりの発注が難しくなり、更新スピードが鈍

化しています。この傾向は今後も続く見込みであり、令和５年度（２０２３年度）までの実績には顕著化して

いないものの、上下水道管路の老朽化に伴う更新や耐震化など、ハード整備面に影響が出ることが想定

されます。 

 

 

 

 

 

 

３ 今後の対応方針 

 前期実施計画の取組内容を検証し、これまで順調に推移してきた指標については、更なる向上を目指し

て取り組んでいくとともに、計画どおりに進捗していない指標については、その原因を分析し、予算の配

分や優先順位、事業計画の見直しなど、必要な対応策を検討していきます。 

検証指標の目標達成状況（評価基準別） 令和５年度事業評価 

（検証指標 22）マンホールトイレの整備基数 （検証指標３４）給排水設備工事の電子申請率 

（検証指標８）水道管路の更新延長 （検証指標１３）公共下水道普及率 
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第Ⅲ章 将来像の実現に向けた取組 
 

 

 

1.快適で安全安心な都市生活を支え続ける (安全安心) 

 

 

 

1.適切な維持管理と計画的な整備 

 上下水道事業の収益の根幹である料金等収入は、今後減少していくことが予想されます。 

安心して上下水道サービスを利用していただくために、このような収入減少の局面にあっても、老朽化

していく施設や管路を適正に維持管理し、適切な時期に更新するとともに、人口減少を見据えた施設の

統廃合や性能の合理化を進めます。 

このような維持管理や更新事業に関しては、施設や管路の耐用年数を考慮し事業費の最適化や事業

量の平準化を進めます。 

 

 

 

 

安全安心な水道水を供給するために、水源から給水栓までの水質を的確に把握し、徹底した品

質管理を行います。 

 

・毎年度の水質検査計画策定とそれに基づく検査、検査結果の公表 

・水道ＧＬＰ（水道水質検査優良試験所規範）の認定維持、更新 

・水道法で定められた残留塩素濃度を維持するための水道施設の運用や定期排水業務 

・安全安心でおいしい水道水を供給するための適正な水運用  

 

目指す将来像 

 

基 本 方 針 

水道水質管理 

これまでの実施内容 

取組 1 
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お客さまに安全安心な水道水をお届けするために、原水（水道水源の井戸水）から給水栓水（配水する

水）まで、切れ目のない水質検査を行っています。検査する項目は、水道法で定められた項目に加え、水

質管理目標設定項目、水源の監視に必要な独自の項目等を実施し、水道水の高い安全性を確保してい

ます。 

 また、水質検査結果の高い精度と信頼性を保証するため、「水道GLP（水道水質検査優良試験所規範）」

の認定を平成23年９月に取得しています。今後も水道GLPの認定を維持、更新するとともに、検査手順

書の見直しや内部監査等により品質管理の維持、向上に継続して取り組み、信頼性の高い検査を実施し

ていきます。 

さらに、検査に使用する機器は、検査結果の精度に大きく影響するため、計画的に整備・維持管理を行

います。 

 

94 本（井戸）× 年３回

＝ 年間282 回

くみ上げた水の検査
原水

給水栓水検査地点原水・浄水検査地点

※現在運用している井戸を対象

※井戸の本数や検査の地点・回数・項目は令和元年度のものです。

31 地点 × 年 4 回

＝ 年間124 回

消毒した水の検査
浄水

検査項目

水質検査

水道法の水質基準項目 51項目

管理目標設定項目 26項目
熊本市独自測定項目 14項目 ほか

30 地点× 年12 回

＝ 年間360 回

お送りした水の検査
給水栓水

原水のみ検査地点（水源地）

浄水のみ検査地点

配水区

原水・浄水検査地点（水源地） 毎日検査・毎月検査地点

毎日検査のみ検査地点

配水区

58 地点 × 年 366 回 ＝年間 21,228 回
※うるう日を含む

さらに…異常がないことと消毒の効果を確認するための

簡易検査を毎日実施

計画期間中の実施内容 

信頼性の高い水質検査 
1

1 

更新予定 
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　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

水質検査の実施

検査機器等の整備・維持管理

水道ＧＬＰ認定の更新

水質検査計画の策定（毎年度）、計画に基づく

水質検査の実施、結果の公表

品質管理システムの運用

中間審査 認定更新

計画的な検査機器等の整備・定期点検

Column 水道ＧＬＰって何？ 

安心

安全

水道ＧＬＰ要求事項

実施方法

・適した物品・薬品の購入

・結果書の発行

技術能力

・装置の保守管理

・手順書に基づく検査

管理組織

・文書・記録の管理

品質管理部門

内部監査

精度管理

技術管理部門

水質検査

検査機器管理

４年に１度認定の更新

日本水道協会による審査

 水道水が水質基準に適合していることを確認するための水質検査は、お客さまが直接口にする水の安

全性を確認することであり、正確さや高い精度とともに高い信頼性の保証が求められます。 

 検査の信頼性を確保する方法として、優良試験所規範（Good Laboratory Practice：ＧＬＰ）の考え

方があり、水道水や食品衛生、医薬品の分野で導入されています。 

 

◆水道ＧＬＰの成り立ち 

 平成 15 年に水道法の一部が改正され、法に基づく水質検査機関の登録要件に、信頼性保証体制の確

立が必要となりました。これを受け平成 16年に日本水道協会は、信頼性保証の体制について水道事業者

等の水質検査機関の実情を考慮してさらに具体化し、水質検査の信頼性確保に必要な事項を定めた水

道ＧＬＰ（水道水質検査優良試験所規範）を制定しました。 

 

◆水道ＧＬＰの認定 

 日本水道協会の審査によって、水道ＧＬＰ

の要求事項を満たした信頼性の保証体制

がとられていると認められた機関は、水道

ＧＬＰの認定を受けることができます。令和

６年９月現在、水道事業体や民間の 1４７の

水質検査機関が認定を受けています。 

 だから安心して 

水が飲めるんだね！ 
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本市は良質な水質と豊富な水量の地下水に恵まれ、水道水源の全てを地下水で賄っています。水源池

の井戸ごとの水質に合わせた水運用や水質管理を行うことで、安全性を確保するだけでなく、おいしい水

道水をお届けすることに努めています。 

 また、熊本市内に約 4,000 件ある小規模貯水槽水道の設置者に対し、適切な維持管理の方法を啓発

するとともに、居住者に安心してご使用いただけるよう貯水槽水道の状態等の診断を実施します。併せて、

直結給水方式の利点を伝えるなど、小規模貯水槽水道からの切替えを促す取組も進めます。 

 今後も安全でおいしい水道水をお届けするために、水源から給水栓まで切れ目のない徹底した水質管

理を実施していきます。 

 

給水の仕組み

※

現場に赴き、排水や機器の修

繕等

※残留塩素の濃度について、0.4mg/Ｌ以

下がおいしい水の要件とされています

水道水のおいしさに影響する塩素濃

0.1～0.4 mg/Ｌで徹底管理

水運用センター

毎日検査

異常
を察知!!

水源 ～ 給水栓まで 貯水槽水道の管理につい

水槽の状態等の診断を

うち約1,000件に対し

実施（R5実績）

管理についての理解や関心を

市内全体 約4,000件に

促すパンフレットを毎年送付

徹底した水質管理 
1

2 
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　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

水質結果に基づく水運用

水安全計画の推進

貯水槽水道の設置者への啓
発

水質検査結果に基づく取水や配水の管理、

残留塩素濃度の調整

水質や施設等での事故の未然防止と

ＰＤＣＡサイクルに則った計画の見直し

小規模貯水槽水道設置者への指導・助言及び

直結給水の普及、促進

基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

％ 100水質基準達成率

算出方法

指標の解説

100（毎年度）

（水質基準適合回数／全検査回数）×100

全ての水質検査において法令で定められた基準
を達成し、お客さまに安全で安心な水道水を提
供します。

基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

% 100

（残留塩素濃度0.4mg/L以下の達成回数/検査回
数）×100

旧厚生省が示した「おいしい水」の要件の一つである
0.4mg/Lに抑えることで、熊本が誇る地下水のおいし
さを損なわずに提供します。
※法令の定めにより0.1mg/L以上を維持する必要があ
ります

100（毎年度）
残留塩素濃度から見たおいしい水

の要件達成率

算出方法

指標の解説

検証指標 
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施設や管路の点検・調査、漏水防止対策の強化、不明水対策などにより、施設等を適切に維持管

理します。 

また、これまでの事後保全中心の維持管理から予防保全型の維持管理を実施します。 

 

 

（１）水道施設等の維持管理 

・熊本地震の影響を踏まえた取水井戸の内部調査と更生工事 

・電気・機械設備の点検整備 

・漏水調査実施計画の策定と計画に基づく漏水調査 

・減圧弁の定期的な動作点検と分解整備 

・鉛製給水管の集中する地区における計画的な取替えや水道本管の更新工事に伴う取替え 

 

   

 

 

   

井戸の更生工事 

これまでの実施内容 

減圧弁の分解整備 

上下水道施設等の維持管理 取組 2 

圧力計の点検 

井戸の更生工事による目詰まりの除去 

Before 

After 
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本市の水道水は、井戸で地下水をくみ上げて供給しており、令和4年度末現在において、99本の井戸

があります。取水開始から40年以上経過した井戸が65本あり、その他の井戸も老朽化が進んでいるた

め、取水能力を維持・回復するためには、計画的な井戸内部の調査と更生工事が必要です。 

また、取水井戸が市内に点在していることから、井戸以外の施設や設備も多くあります。水道施設（施

設）維持基準に基づく電気・機械設備等の点検整備を行うとともに、建屋や配水池などの建築・土木構造

物についても、優先順位を付けて調査や改修を実施することで施設の長寿命化を図ります。 

 

 

 

  

　

配水施設

取水施設

送水施設

揚水量が低下している

井戸を対象に

毎年６本実施カメラ調査

取水能力の回復による

長寿命化を図るため

井戸内部の錆の除去

城山水源地

管理棟の劣化状況

Ｈ30 に修繕箇所調査 Ｒ２ に修繕予定

八景水谷水源地

Ｒ１ に修繕箇所調査 Ｒ３ に修繕予定

調整池

電気・機械設備の点検整備

監視制御装置 送水ポンプ

設備に応じて適切な周期の点検を実施し、消耗部品の交換や状態の

適切な把握により設備の長寿命化に努める

内
部
の
調
査

井戸の老朽化の状況 調査・更生

毎年４本実施

内部調査

更生工事

取水井戸位置図

市内全体の井戸が老朽化しており、

内部調査をさらに進めていくことが必要

　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

電気・機械設備の点検整備

建屋・配水池の修繕

井戸の内部調査や更生工事

カメラ調査・温度調査等（毎年度６本）

修繕が必要な箇所の特定及び補修工事

更生工事（毎年度４本）

水道施設（施設）維持管理基準に基づく

設備の点検整備

計画期間中の実施内容 

取水井戸・施設の点検・改修 
1

1 

時点更新 
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漏水による道路陥没等を未然に防止するとともに水の有効利用を図るため、計画的で効率的な調査に

より漏水の早期発見と修繕を行っています。 

市内全域を 178のブロックに分け、過去の漏水実績を考慮して、毎年度 1,600kmの調査を実施しま

す。また、調査の効率化のため、近年布設または更新された 350mm以下の配水管を調査対象から除外

します。 

漏水調査の一般的な手法である音聴調査や、市中心部の喧騒地区などで実施している探知器（センサ

ー）による調査を継続するとともに、ＩｏＴを活用した遠隔監視装置の導入調査や新たな漏水調査手法の

導入を検討し、より効率的な漏水調査の確立を目指します。 

また、高い水圧は管路へ負担をかけ、漏水を増加させる要因になるため、減圧弁による高水圧の解消

と水運用センターでの水圧監視を継続して実施していきます。 

 

 

 

  

計画的な漏水調査

熊本市内を178ブロックに分割

事故の防止や有効率の向上

各ブロックごとに調査間隔（1～5年）を設定

※新設管等で漏水の可能性が低い管は対象から除外

毎年度約2,000kmの漏水調査を実施

※635件、1,462千㎥の漏水を発見・修繕（Ｈ30年度）

音聴棒を使用した調査 漏水の実態

漏水の約95％が

給水管で発生しています。

そのため、戸別の量水器や

止水栓を対象にした

音聴調査が最も重要で

基本となるものです。
全178ブロック

※漏水調査実施計画（H31.3策定）に基づくブロック図

３～５年区

その他（323km）

隔年区

46ブロック（437km）

毎年区

47ブロック（1,742km）

　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

計画に基づく漏水調査

新しい漏水調査手法の検討

減圧弁の点検

漏水調査実施計画に基づく漏水調査

（毎年度1,600km）

先端技術などの情報収集・調査手法検討

減圧弁の点検作業及び分解整備

漏水防止対策の強化 
1

2 

時点更新 
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鉛製給水管は、水道ビジョン（厚生労働省 2008）において「できるだけ早期にゼロにする」という目標

が掲げられており、更新事業は全国的な取組となっています。本市でも鉛製給水管は老朽化が進んでお

り、有効率の向上や事故防止のために解消に取り組んでいます。 

また、新たな取組として、３年以上未使用かつ更地などで使用・飲用されていない鉛製給水管を解消扱

いとして整理しています。（将来土地利用の変更等のお客様の申請により切替を実施） 

 配水管から水道メーターまでに鉛製給水管がある場合には、上下水道局の費用負担によって取替工事

を実施していますが、給水管等の給水装置はお客さまの財産であるため、工事を行う際にはお客さまの

同意が必要になります。 

管路情報システムを利用した効率的な更新や、配水管整備及び他工事等に併せた取替工事によって３

年間で約３,400件の鉛製給水管を解消します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公道部分宅地部分 宅地部分

※宅地部分についても、配水管から水道メーター

までの鉛製給水管は、所有者の同意のうえ上下水

道局で更新します

給水管やバルブなどの

給水装置もお客さまの

財産です

（水道メーターを除く）

宅地部分についても、配水管から水道メーター

上下水道局で更新します

までの鉛製給水管は、所有者の同意のうえ

水道メーター

バ ル ブ
受水槽

給水装置 給水装置

道 路

ポンプ

配水管

鉛製給水管の更新 
1

3 

管路情報システムのイメージ 

 更新工事 
Before 

 After 
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　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

計画に基づく更新事業

管路情報システムへの反映

他工事に併せた取替え

長期未使用水栓の整理

管路情報システムに基づく更新

配水管・道路・電気・ガス工事等に併せた取替

随時更新

3年以上未使用の鉛製給水管で現地が空地

などの再使用時に更新工事が必要な箇所

を先行的に解消済みとして整理
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老朽化等に起因する事故の防止や水道水の安定供給のため、また、施設の長寿命化を図り、設備費用

を抑制するとともに、長期的な更新需要の把握に必要な施設の健全性を確認する観点から、水道施設の

点検を含む維持・修繕は極めて重要です。 

 管路については、各種点検を計画的に実施し、状態監視による予防保全に努めます。また、日常管理

や点検の効率化を図るためドローンを導入するなど、DXの取組を推進していきます。 

 施設についても、水道施設（施設）維持管理基準に基づき、計画的な維持管理や更新に取り組み、施

設台帳システムに蓄積した情報を基に予防保全に取組を進めます。 

 

 

 

水道施設の維持管理計画（仮）施設台帳のシステム化 など予防保全に向けた取組

Ｒ４までに実施

連
携

優先順位の設定、水需要の予測、事業量・事業費の算出 など

設置された環境や資産の種類などに基づく管理基準の設定、

水道施設（管路）維持管理計画

管路に関する

各種計画

水道施設整備実施計画

アセットマネジメントに基づく

長期的な維持管理・更新計画

Ｒ２

統合・転換

水道施設更新計画

Ｒ２～Ｒ11

漏水調査 管路更新

予防保全

道路陥没 漏水

事後保全

水道施設や管路の直近10年間の

短期的な更新計画

反
映

反
映

　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

計画に基づく施設の維持管理

計画に基づく管路の維持管理 水道施設（管路）維持管理計画に基づく維持管理

水道施設維持管理計画に基づく維持管理

予防保全型の維持管理  
4 

時点更新 
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基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

％ 4.04 2.88 2.51 2.21鉛製給水管率

算出方法

指標の解説

（鉛製給水管残存件数/給水件数）×100

老朽化が進む鉛製給水管の早期解消に向けた
取組の進捗状況を表します。

基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

％ 90.0 93.3 93.7 94.0有効率

算出方法

指標の解説

（年間有効水量/年間配水量）×100

配水池から送り出した水に対する有効利用の割
合を表す指標で、水道事業の経営効率性や配水
管及び給水管の健全性を表します。
※漏水量や不明水量が多いと有効率が下がりま
す

 

 

 

 

  

検証指標 
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（２）下水道施設等の維持管理 

・目標耐用年数を踏まえた施設マネジメント 

・下水道ストックマネジメント計画に基づく施設の改築更新 

・施設や管路の計画的点検・調査、必要に応じた修繕対応 

・管路清掃、道路陥没などへの対応 

・流量調査、テレビカメラ調査、管更生工事などの不明水対策 

 

  

 

 

  

これまでの実施内容 

ポンプ等設備の点検調査 分解整備による修繕 

下水道管路の点検調査 下水道管路内部の点検調査 
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設備の重要度等

劣化状況の把握・不具合発生

時期の予測が可能か？

高 低

Yes

No

（例）汚泥掻き寄せ機 （例）受変電設備 （例）流入ゲート

別途、点検頻度 や調査内容 を設定

Ｒ２～Ｒ６において 200回程度 の点検調査を実施

日常点検 により異常を把握

劣化の予兆を把握するため

調査を実施

劣化の予兆が測れないため

対策周期（目標耐用年数）

を設定する

異常などの発生後に

対策を行う

状態監視保全施設 時間計画保全施設 事後保全施設

約600 箇所

日常点検や点検調査で

異常が見つかったら

修繕対応 オーバーホール

 

 浄化センターやポンプ場は、汚水ポンプ、自動除

塵機、送風機など多種多様な設備で構成されてお

り、下水道事業を持続的に運営するためには、これ

らの設備が安定して稼働し、汚水を処理し続ける

必要があります。 

安定した処理機能を維持するために、日常点検

や調査等によって施設の劣化状況を把握し、施設

情報を適切かつ効率的に管理するように努めます。

そのために施設の重要度等に基づいて調査・保全

の方針を明確にし、施設に応じた適切な点検調査

を実施しながら効率的な維持管理に取り組みます。

また、点検調査によって修繕が必要とされた施設に

ついて、劣化状況等に応じて修繕や分解整備（オ

ーバーホール）等の迅速な対応に取り組みます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

計画的な施設点検

施設の修繕 劣化状況に応じた修繕対応

ストックマネジメントに基づく点検調査の実施

計画期間中の実施内容 

計画的な施設の維持管理 
1

1 

時点更新 
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中継ポンプ場やマンホールポンプの圧送先など、腐

食するおそれが大きい箇所について、法定の点検頻

度に基づき適切な調査を実施します。 

また、予防保全型の維持管理として、布設年度が古

い地区を優先して管路の点検調査を実施します。調

査手法に関しても、これまでのテレビカメラによる詳細

調査だけでなく、よりスピード感を持った調査（スクリ

ーニング調査）の導入を検討するなどし、調査に係る

費用の縮減にも取り組みます。 

下水道管（汚水管）への雨水等の流入（不明水）に

ついても、優先順位を付けて対策を実施するなど、効

率的かつ効果的な不明水の削減に取り組みます。 

 

 

 

 

 

中継ポンプ場・マンホールポンプ場圧送先

腐食の状況

合計 388箇所（Ｈ30末）について

５年に１度（法定の点検頻度）

に基づき適切な点検調査を実施

伏越し下流部腐食するおそれが大きい

箇所のイメージ

汚泥

汚水

腐食箇所

流れる方向

自然流下

伏越し

マンホール

硫化水素

ガス

圧送管

Ｐ
流れる方向

腐食箇所

自然流下

マンホール

汚水

硫化水素

ガス

　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

管路内部の点検調査

管路の修繕

不明水対策

腐食環境下の管路の点検調査

ストックマネジメントに基づく点検調査

法定点検
（Ｒ6～Ｒ7で実施）

劣化や陥没等による修繕対応

管路更生等の対策の実施

管路の適切な維持管理 
1

2 

合流地区の管路について

H22～Ｈ28に調査実施済

合流区域
※S23～S50に整備

分流区域

今後は早期に整備した

点検調査を進めていく

分流地区の管路などの 不具合箇所発見に向けた絞込みイメージ

点

線

面

計画的 日常的

視覚調査

不具合箇所

対象範囲の絞込み
（簡易調査等によるスクリーニング）

対象範囲の重点化（机上のスクリーニング）

巡視・点検（日常の維持管理）

安価な簡易調査（スクリーニング調査）
の導入によって調査費用を縮減

下水道管路の

点検調査

削除 

削除 

修正 
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 浄化センターに設置した遠隔監視装置を活用し、省人化することで、効率的な施設の運用に取り組みま

す。さらに、市内各所に設置されているマンホールポンプの内、通信機能が無いマンホールポンプに遠隔

監視装置を設置し、異常の早期発見、異常対応の迅速化によるサービスの質向上や点検回数の見直しな

どに取り組みます。 

 また、現在電子化している下水道台帳の情報に、延長や材質など管路に付随する情報などを追加・更新

するなどデータの充実化に取り組むことで、汚水の流入経路や管路勾配の視覚化など業務分析への活用

を推進し、効率的な維持管理を実施します。 

 さらに、管路の基本情報や補修履歴などの維持管理に関する情報を的確に把握し蓄積・保存する方法

について、検討を進め、適切な維持管理や各種事業計画の策定や見直しなどへの活用を図ります。 

 

 

 

 

 

監視モニター

浄化センター

（監視モニター有り）

浄化センター

（通信端末有り）

通信端末 維持管理従事者（夜間のみ無人）
維持管理従事者（常駐）

施設の運転状況

異常があれば即座に駆けつけ

ＩＣＴ化

浄化センター遠隔監視イメージ

夜間無人化による

運転管理費用

（人件費）の削減

業務効率ＵＰ！

ネットワーク化

Before After

管路情報の追加・更新
汚水の流入経路の確認

管路勾配の確認

システム上の様々な機能
データ上

未接続…
管路と管路が

データ精度

向上の取組データ上

口径や延長など

管路情報の一部に

抜けがある

下水道データ（管路情報システム）の精度向上イメージ

登録年度が古いものに

情報の不備があり

十分に活用できていない

管路を接続！

　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

管路情報システムの
下水道データの精度向上

下水道施設における遠隔監視
の導入 遠隔監視装置を活用した効率的な

下水道データ修正

ＩＣＴを活用した効率化 
1

3 

夜間無人化していないため、

図を更新 
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基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

％ - 100 100 100

（点検実施済箇所数/点検対象箇所数）×100

異常の発見や劣化状況の把握のために実施する、
浄化センターやポンプ場内における点検実施状況
を表します。

浄化センター、ポンプ場
の設備機器の点検割合

算出方法

指標の解説

基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

％ - 100 - -

（第１期もしくは第２期の実施済箇所数/第１期もし
くは第２期の点検対象箇所数）×100

下水道管路における硫化水素等による腐食の影響
が大きい箇所について、法令に定められた５年に
一度の点検の実施状況を表します。
第２期：Ｒ６～Ｒ７　第３期：Ｒ11～Ｒ12

腐食環境下における下水
道管路の点検実施率

算出方法

指標の解説

検証指標 
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（３）工業用水道施設等の維持管理 

 ・定期的な施設の点検等 

 

     

 

 

 施設や電気・機械設備などの点検調査により施設等の状況を適切に把握するとともに、必要に応じて修

繕・更新工事を実施することで、工業用水の安定的な供給に努めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

施設等の更新

日常的な維持管理

ポンプ入替、修繕、操作盤工事等

適切な点検調査の実施

これまでの実施内容 

計画期間中の実施内容 

適切な維持管理 
1

1 

熊本地震による井戸ポンプの被害  熊本地震による送水管の被害  

更新後の建屋（井戸ポンプ） 井戸ポンプの点検  

日常点検 

修繕・更新 
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水道事業の改築更新について、アセットマネジメントに基づきライフサイクルコストの最小化と事業

の平準化を図りながら、施設や管路の計画的な改築更新を行います。新規整備については、水融通

管の整備などの機能強化に取り組みます。 

 下水道事業の改築更新について、ストックマネジメントに基づき、施設等の更新時期の最適化や更

新に伴う機能見直しによって、安定した下水処理の維持に取り組みます。また、今後は人口動態等、

昨今の下水道事業を取り巻く環境の変化を考慮し、長期的な構想の検討に取り組みます。整備につ

いては未普及地区の解消に取り組みます。 

 

（１）水道施設等の改築更新と機能強化 

・健軍水源地、秋田配水場関連整備など、水道施設更新計画に基づく井戸・施設等の更新 

・水道施設更新計画に基づく老朽化した管路の更新 

・富合東部、沼山津および一木水源地におけるさく井など、第６次拡張事業に基づく施設機能の強化 

・第６次拡張事業に基づく各配水区間の水融通管および補給管整備 

・第６次拡張事業に基づく未普及地区の整備（令和５年度事業分にて整備完了） 

 

  

 

  

これまでの実施内容 

更新工事により取り除かれた老朽管  

南部送水場の貯水施設 

上下水道施設等の改築更新と整備 取組３ 

水道管路の更新工事 

実施内容に合わせて

差し替え 
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あ 

増加する更新需要に対応するため、適切な維持管理による施設や管路の長寿命化を図りつつ、老朽度

や重要度などに基づいて更新の優先順位を付け、計画的な整備を実施します。 

 また、アセットマネジメントの考え方に基づき事業費の縮減や平準化を図り、ライフサイクルコストの最小

化に取り組みます。 

 水運用センターシステムについては、現システムの賃貸借契約が満了となるため、令和 7 年度に次期シ

ステム受注者と契約を結び、2年半の製作・工事期間を経て、令和 10年 4月の稼働を目指します。 

 

 

 

井戸の更新 施設の更新

２つの配水区 の施設の 健全度を維持 しつつ、更新を進める

健軍・秋田配水区、高遊原・小山山配水区の２つで

その他
年間配水量

約8,000万㎥
40％

54本

98 本

の井戸がさく井から

40年以上経過…

健軍・秋田

（約3,200万㎥）

40％

高遊原・小山山

(約1,600万㎥)

20％

市全体の 60％ 近くの水を供給

年間

で更新

２本 ペース

老朽化した井戸

更新してきれいになった井戸

山室

一本木

高遊原・小山山配水区

健軍・秋田配水区

配水区及び取水井戸位置図

※ 円の大きさは取水能力の

　 規模を表します

41～50年

51～60年

61年～    

凡例 さく井後経過年数

    ～30年

31～40年

法定耐用年数（40年）を超過した管路 約700ｋｍ

更新対象

法定耐用年数の1.5倍（60年）を超過した管路 約290ｋｍ

管路の布設年度別延長

で更新（Ｒ２～Ｒ６）

約15 km/年ペース

これらの管路の多くは

不明管、非耐震性の鋼管

であり優先して更新を進める

鋳鉄管、ビニル管

管路総延長約3,500kｍのうち

布設から60年経過した

管路が 290 km

計画期間中の実施内容 

施設・管路の計画的更新 
1

1 

時点更新 

時点更新 
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　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

取水井戸の更新

施設の更新

老朽管の更新

水運用センターの改築更新

井戸リニューアルプランに基づく更生・更新

基幹管路や配水支管の更新（約15km/年）

既設賃貸借期間延長

発注 契約、製作・工事

健軍水源地、秋田配水場、戸島送水場関連整備、

その他施設の更新

時点更新 
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安定的かつ効率的な運用を図るため、横山配水池の築造や補給管の整備を進めるとともに、小規模施

設を統廃合し、配水区の再編を行います。 

新たな取水井戸（新規水源）の確保及び既存井戸の有効活用による取水量の安定と、水融通管・補給管

整備による各配水区間におけるバックアップ体制の構築を行い、市全体における水運用の最適化を図り

ます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

未普及解消事業（城南地区）

整備済

未整備

新設路線（拡張計画）

主な配水池

主な基幹管路

植木東部配水池築造

未普及地区の解消事業は

令和５年度に完了予定

沼山津６号井築造

植木東部の送・配水管の整備

Ｒ4～9

南部の導水管の整備

Ｒ2～3・R5～6

※R１.10時点

一木４号井築造
Ｒ5～9

　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

施設の機能強化

管路の機能強化

横山配水池築造、一木送水場施設整備、

山本水源地取水井3号関連整備、その他施設

の整備

横山配水池築造にかかる送・配水管整備、

南部配水区配水本管整備、水融通管・補給

管整備

時点更新 

施設・管路の機能強化 
1

2 
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基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

箇所 7 13 15 17

経営戦略計画期間内（Ｒ２～Ｒ13）に実施する井戸
の更新箇所数（累計）

水道水の安定供給に重要な施設である取水井戸
の更新の進捗状況を表します。

取水井戸の更新箇所数

算出方法

指標の解説

基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

km 55.3 71.9 83.3 94.7

経営戦略計画期間内（Ｒ２～Ｒ13）に実施する水道
管路の更新延長（累計）

水道の安定供給のために取り組んでいる、老朽化
した水道管路の更新状況を表します。

水道管路の更新延長

算出方法

指標の解説

基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

km 112.8 121.8 126.6 131.4

算出方法

指標の解説

水運用機能強化のための
新設管路延長

第６次拡張事業（Ｈ22～Ｒ10）で実施する機能
強化管路の新設延長（累計）

熊本市全体の水運用機能の強化として取り組ん
でいる水融通管や補給管について、整備の進捗
状況を表します。

検証指標 
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（２）下水道施設等の改築更新と整備 

・ストックマネジメント計画の策定、実施 

・低コスト化、効率化を目的とした下水道新技術に関する民間企業等との共同研究 

・熊本市公共下水道全体計画に基づく未普及地区の整備（普及率 91.0％（令和５年度末）） 

 

   

これまでの実施内容 

更新した汚水ポンプ 

（中部浄化センター） 

） 

更新した汚泥掻き寄せ機 

下水道管路の改築更新工事 
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 ストックマネジメントの考え方に基づき、資産の現況を的確に把握するとともに今後の老朽化を予測し、

改築更新にかかる事業量や事業費用の最適化と平準化を図ります。 

 併せて、施設設備の主要部品の交換や管路更生（内面被覆）などにより、維持管理費用を含むライフサ

イクルコストの最適化に努めます。 

 また、全国的な傾向と同様、本市の人口も当面の間、減少することが予想されており、汚水量等に影響

があると考えられます。将来に渡って安定した下水処理を継続し、水環境を保全するために、人口動態や

産業構造の変化を考慮し、長期的な構想を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期的シナリオの設定リスク評価 計画に基づく改築更新事業の実施

施設の改築更新

36 箇所 の

中央監視設備（中部浄化センター）Ｒ２予定

消化槽（中部浄化センター）Ｒ３予定 等

Ｒ２～Ｒ６において

設備の改築更新を実施する

リ
ス
ク
割
合

時間軸

大

小

設定したリスクの評価と健全度の低下による

機能停止のリスクを管理する一方で

投資水準の見極め、事業費の平準化を実施
（中部浄化センター）（中部浄化センター）

中央監視設備 消化槽

大

5 11 15 18 20

4 7 13 17 19

3 4 9 14 16

2 2 6 10 12

1 1 3 5 8

小

1 2 3 4

小 大

被害規模のランク

発
生
確
率
の
ラ
ン
ク

機器が故障・機能低下した際の

耐用年数超過による不具合の発生確率などを

処理機能への影響度合いや

考慮し機器ごとにリスク評価

ストックマネジメントに基づく改築更新 
1

１ 

計画期間中の実施内容 

時点更新 

合流区域位置図

中部処理区内合流区域

643 ha

東部処理区内合流区域

216 ha

毎年 約 2,500 ｍ の管路の改築更新を実施します

布設年度の古い合流区域を中心として

中部処理区域内合流区域

東部処理区域内合流区域

浄化センター

管路の改築更新

中部浄化センター

東部浄化センター

熊本市役所

田崎橋

白山通り
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　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

設備機器の改築更新

管路の改築更新
合流区域を中心とした管路の改築更新

（毎年度2,500m）

改築計画に基づく施設機器の更新
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これまで、下水道未普及地区の整備に取り組んできたものの、整備単価の上昇などにより、整備の進捗

が鈍化しています。また、最適な整備ルートの選定や効率的な施工方法の検討を行うなど、より一層の整

備コストの縮減を図り、効率的で効果的な整備によって未普及地区の解消を促進します。 

特に、整備が遅れている西部処理区について重点的に整備を進めるとともに、富合・城南・植木処理区

等についても継続して効率的な整備に取り組み、年間約 80～100haの未普及地区を解消します。 

 

 

 

  

公共下水道整備区域図

事業計画区域内

90％ 以上の

整備が完了...

Ｒ11までの

100～130ha /年

の整備を進める

事業計画区域整備概成に向けて

効率的な施工方法

の検討も！

事業計画区域（未整備）

全体計画区域

事業計画区域（整備済）

処理区境界

通常の場合 ベンドサイフォンを採用した場合

マンホール（上流） マンホール（下流） マンホール（上流） マンホール（下流）

地下埋設物の交差や水路などを避けるため

整備費用 大

ベンド管（汚水の流れを変えるための管）を採用

汚水の流れ 汚水の流れ

上流と下流の水位の差（サイフォンの原理）

自然流下によって送水しており

管を深く設置する必要がある・・・ によって管を浅く設置することが可能に！ 整備費用 小

水路 水路

事業計画区域進捗状況（Ｈ30年度末実績）

単位：ha

1,548 1,467 81 94.8%

4,352 4,149 203 95.3%

1,844 1,602 242 86.9%

1,863 1,445 418 77.5%

2,324 2,288 36 98.5%

289 197 92 68.2%

499 405 94 81.2%

307 203 104 66.1%

13,026 11,756 1,270 90.3%

北部処理区

進捗率
事業計画

残面積

整備済

面積

事業計画

面積

中部処理区

富合処理区

城南処理区

植木処理区

合計

東部処理区

南部処理区

西部処理区

　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

未普及地区の整備
管路整備や桝設置、未整備地区の基本・詳細設計、

地質調査

時点更新 

時点更新 

未普及地区の整備 
1

２ 
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基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

ｍ 9,145 15,000 17,500 20,000

指標の解説

下水道管路の改築更新延長

算出方法
経営戦略計画期間内（Ｒ２～Ｒ13）に実施する下
水道管路の改築更新延長（累計）

下水道事業の持続性を保つために取り組んでい
る、老朽化した下水道管路の改築更新状況を表
します。

基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

% - 100 100 100

（改築実施済箇所数/改築対象箇所数）×100

汚水の処理機能の確保に必要な、浄化センター・ポ
ンプ場内の設備機器の改築更新状況を表します。

浄化センター、ポンプ場
の設備機器の改築更新率

算出方法

指標の解説

基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

％ 91.0 91.4 91.6 91.8

（処理区域内人口/行政区域内人口）×100

公共下水道が使用できる人の割合を示し、下水道
の未普及解消事業の進捗状況を表します。

公共下水道普及率

算出方法

指標の解説

検証指標 
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2.災害に強い上下水道の確立 

 熊本地震では、市内全域が断水するなど市民生活に極めて大きな影響がもたらされるとともに、被害を

受けた上下水道施設を復旧するために多額の費用が必要となっています。 

市民生活に欠くことのできない上下水道は、平時は当然のことながら、災害時であってもそのサービス

の提供が求められます。想定を超えるような地震や豪雨などの自然災害がいつ発生するかわからない中、

優先順位を付けながら施設や管路の耐震化や浸水対策に取り組むとともに、災害時体制の不断の見直

し等によって災害対応力を強化し、上下水道の更なる強靭化を進めます。 

 

 

 

 

非常時においても安定的に上下水道サービスを提供し続けるため、水道施設の機能強化や下水

道施設の処理機能の確保など、耐震化を着実に進めます。 

 

・水道施設更新計画に基づく施設や管路の耐震化 

・下水道総合地震対策計画に基づく施設や管路の耐震化 

  

 

基 本 方 針 

耐震化の推進 

これまでの実施内容 

取組 4 

熊本地震の被害を受けた水道管路の復旧 熊本地震の被害を受けた下水道施設の復旧 

マンホールの耐震化工事 耐震化した水道の基幹管路 

差し替え予定 
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大規模地震発生時においても水道水を安定的に供給できるよう、施設や管路の耐震化を進めます。 

特に、耐震性が低く老朽化した基幹管路の耐震化に取り組むとともに、配水池と重要給水施設（市役

所・区役所・上下水道局・医療拠点）をつなぐ配水管の耐震化を進めます。その他の配水支管についても、

市内直下を走る立田山断層と今後 30 年間の地震発生確率が高いとされる布田川断層を震源とする地

震を想定し、被害件数が多いとされるエリアを優先して更新を進めます。また、過去の漏水件数が多いエ

リアについても優先的に整備を行います。 

さらに、配水区間の水融通管を整備し配水経路の複数化を進めることで、一部の配水池に頼らない、

断水のリスクを分散した水運用の構築を図ります。 

 

 

主な配水池

主な基幹管路

更新路線（本計画）

管路被害予測結果 過去の漏水実績

耐震性が低く老朽化した鋳鉄、ビニル、鋼管について

約 159 km を更新（Ｒ２～Ｒ11）

想定地震の被害予測結果を基に、被害件数の多い

地区を抽出、優先的に更新

漏水件数の多い地区は路線更新で対応
１

３．配水支管の耐震化（更新）１．基幹管路の耐震化（更新）

配水池と重要給水施設をつなぐ配水管について

約7 km を更新（Ｒ２～Ｒ11） 引用：日本ダクタイル鋳鉄管協会ホームページ

地震の揺れに強い

１

２

２

（Ｒ２～Ｒ11）

更新予定の基幹管路

災害医療機関

災害対策本部

配水池

基幹管路

配水支管 重要給水施設

配水池と重要給水施設
をつなぐ配水管

約 16 km を更新（Ｒ２～Ｒ11）

耐震性が低く老朽化した基幹管路について

２．配水池と重要給水施設をつなぐ

配水管の耐震化（更新）

耐震型ダクタイル鋳鉄管 や

高性能ポリエチレン管 を布設

計画期間中の実施内容 

水道施設・管路の耐震化 
1

1 
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水道施設の耐震化

水道管路の耐震化

施設の更新に伴う耐震化

耐震性が低く老朽化した基幹管路の耐震化

優先順位の高い地区における配水支管の

配水池と重要給水施設をつなぐ配水管の
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 布田川・日奈久断層帯の中部・南西部連動型や南海トラフに加え、熊本市直下に位置し影響が大きいと

予想される布田川・日奈久断層帯の北東部単独型及び中部単独型や立田山断層を震源とする地震を想

定して、管路や浄化センター、ポンプ場の耐震化を実施します。 

 管路については、被災時における流下機能の確保やマンホール浮上による二次災害の防止のため、医

療拠点や避難所と浄化センターをつなぐ管路や、緊急輸送路（主要国道等）に埋設された管路を優先し、

管更生や継手の可とう管化、マンホールの浮上防止対策等に取り組みます。浄化センターやポンプ場につ

いては、維持管理従事者の安全確保や、下水道機能の早期回復を目的として、耐震工事等を計画的に取

り組みます。  

 これらの地震対策には長期間を要することから、現行の地震対策計画の終了(令和７年度末）後も、第３

期となる計画を策定し地震対策に継続して取り組みます。また、災害時でも継続して機能を確保し、速や

かに健全な状態へ復旧するためには、水道・下水道双方連携した耐震化が図れていることが重要である

ことから、上下水道一体の耐震化の検討も実施します。 

 

 

 

止水栓

南部浄化センター

西部浄化センター

城南町浄化センター

医療拠点と浄化センター

をつなぐ管路

緊急輸送路

浄化センター

医療拠点

Before After

管更生

可とう管化

マンホール浮上防止

東部浄化センター中部浄化センター

第２期計画（Ｒ３～）において

対象路線や箇所の見直しを図る
２箇所/年 の耐震化を予定

第１期計画 に基づき

耐震診断や対策工事を実施

今後、約16 km の対策が必要

中部や東部処理区などの

耐震化を進める

外壁の窓や扉を塞ぐことで地震の揺れに強く！

熊本市役所

上下水道局

重量体

重量化工法

重量体（重し）に

より、浮上を防止

過剰間隙水圧消散工法

重量体過剰間隙水圧

マンホール内に

地下水を導き浮上を防止

地震の揺れを吸収する

ゴムブロック 等を設置

の

管
路

耐
震
対
策

の

施
設

耐
震
対
策

※現行の地震対策計画（Ｈ29.3変更）

に基づき掲載しています

下水道施設・管路の耐震化 
1

2 

時点更新 

時点更新 
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下水道施設の耐震化

下水道管路の耐震化

下水道総合地震対策計画

第３期計画に基づく事業の実施

第３期計画に基づく事業の実施

第３期計画

の開始

耐震対策の実施

耐震対策の実施

第2期計画

の終了
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災害時に迅速かつ効率的に応急給水活動に取り組むことができるよう、配水池等に緊急遮断弁を設置

し、災害時に必要な水を市内にバランスよく確保します。 

令和５年度までに既存の配水池等への設置が完了し、地震による広域的な断水に備え、熊本市民 74

万人が１週間に必要とする水量を確保しました。また、今後新設する配水池等には継続して設置していき

ます。 

地震発生時に緊急遮断弁が正常に作動するよう、定期点検や動作確認を月１回程度実施するなど、平

時も適切な点検管理に取り組みます。 

 

 

 

 

 

  

山本配水場

（Ｒ５）

一木配水場

（Ｒ４）

高遊原配水池

（Ｒ2～３）

既設分（Ｒ１時点）

61,450㎥

60,050 60,050
61,050 61,050 61,450 61,450

66,950
67,600

68,300

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

熊本地震

の発生

１週間分 の水の確保

熊本市民74万人

月１回の動作点検も欠かさずに

整備だけでなく

点検管理もしっかりと

災害対策用貯水施設位置図

㎥

高遊原配水池の整備

一木配水場の整備

山本配水場の整備

　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

緊急遮断弁の作動点検 日常点検や動作確認

災害対策用貯水量の増加 
1

3 

時点更新 

時点更新 
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基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

％ 80.7 81.4 82.1 82.8
耐震適合性のある基幹管
路の割合（水道）

算出方法

指標の解説

水道の基幹管路の延長に対する耐震適合性を有する管
路の割合を表すもので、地震災害に対する水道管路網
の安全性や信頼性を表します。
※地盤の強度等や耐震化の状況を考慮し、耐震適合性
の有無を判断します

（基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長/基
幹管路延長）×100

基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

％ 32.0 32.7 33.1 33.5

（耐震管延長/水道管路総延長）×100

導・送・配水管（配水支管含む）など全ての水道管路の
延長に対する耐震管の延長の割合を示すもので、地震
災害に対する水道管路網の安全性や信頼性を表しま
す。

水道管路の耐震管率

算出方法

指標の解説

基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

％ 43.7 44.9 45.4 46.0

算出方法

指標の解説

下水道管路の耐震化率

（耐震化済み下水道管路延長/下水道管路総延
長）×100

全ての下水道管路の延長に対する耐震化した管
路延長の割合を示すもので、地震災害に対する
下水道管路網の安全性や信頼性を表します。

基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

％ 38.4 39.4 39.9 40.4
浄化センター、ポンプ場
の耐震対策実施率

算出方法

指標の解説

（耐震化済設備数/全設備数）×100

地震発生時における維持管理従事者の安全や処
理機能の確保に必要な、浄化センターやポンプ
場内の設備の耐震化の割合を表します。

基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

㎥ 66,950 66,950 66,950 66,950
災害対策用貯水

量

算出方法

指標の解説

緊急遮断弁が設置されている配水池の容量の
総計

非常時に配水池等に確保される貯水量を表しま
す。（熊本市民74万人が1週間に必要とする貯
水量66,000m3以上を確保）

検証指標 
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浸水被害が起きやすい重点地区の浸水対策に取り組みます。 

 

・加勢川第 6排水区・井芹川第 9排水区における浸水対策施設の供用開始 

・坪井川第 3排水区雨水調整池の供用開始 

・井芹川第 8・10排水区雨水ポンプ場の用地取得、詳細設計・水理模型実験の実施、ポンプ場工事の 

着手 

・鶯川第 2排水区の詳細設計・水理模型実験の実施、雨水管工事の着手 

・加勢川第 5排水区の基本設計の実施、用地取得の検討 

・次期浸水対策計画策定業務の着手、計画策定 

・内水浸水想定区域図の作成 

・浸水実績図の作成・公表 

・重点地区浸水調査業務委託の実施による大雨時の浸水状況の把握 

  

 

  

雨水貯留管（加勢川第６排水区） 

 

調整池（坪井川第３排水区） 

浸水実績図（熊本市市街化区域） 

分水施設（井芹川第９排水区） 

浸水対策の推進 

これまでの実施内容 

取組 5 
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激甚化・頻発化する大雨に対応するため、ハード整備とソフト対策が一体となった総合的な浸水対策で

ある「熊本市下水道浸水対策 2023」を令和 5年度に策定しています。 

 この計画に基づいて、気候変動の影響を見据えた雨水排水施設の整備やソフト対策の更なる推進を実

施していきます。 

 また、重点地区として新たに 3 地区選定し、現在進めている重点 6 地区と合わせた浸水対策事業を進

めていきます。 

 各地区の浸水対策については、浸水シミュレーションや水理模型実験等により対策効果を検証した上で

計画・設計を実施し、調整池や貯留管等、地域の状況に応じた施設整備を進めていきます。 
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井芹川第８・10排水区

鶯川第2排水区

木部川第6排水区

木部川第９排水区

対策工事

対策工事

設計・調査

設計・調査

浸水対策重点６地区位置図

井芹川第８・10排水区

150.8ha

加勢川第５排水区

123.4ha

鶯川第２排水区

210.9ha

加勢川第６排水区

352.0ha

坪井川第３排水区

（2019年度完了予定）

182.1ha

井芹川第９排水区

156.4ha

対策予定地区（485.1ha）

対策済地区（534.1ha）

再対策地区（156.4ha)

計画期間中の実施内容 

重点地区の浸水対策 
1

1 

新たな重点３地区を追加 
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基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

ha 690.5 690.5 690.5 901.4重点対策地区の対策実施面積

算出方法

指標の解説

重点地区の対策実施面積の総計

浸水被害が多発する重点地区における浸水対策
事業の進捗状況を表します。

検証指標 

 上下水道局では、ゲリラ豪雨などにより雨水排水が追いつかず市街地に浸水被害をもたらす「内

水氾濫」に対して、下水道事業による浸水対策を実施しています。熊本市では、大雨対策として下水

道事業以外にも以下のような取組を実施しており、大雨に対して下水道事業と関係機関が連携して

取り組んでいます。 

 洪水ハザードマップとは、河川が大雨によって増水し、堤防

から水があふれた場合の浸水予測結果に基づいて、浸水す

る範囲とその程度(深さ)及び各地区の避難場所を示した地

図です。 

 浸水の予測については河川によって諸条件が異なるため、

河川ごとに洪水ハザードマップを作成し、緊急時に活用でき

るよう、ホームページ等を通じて市民の皆さまに周知してい

ます。 

洪水ハザードマップ 

（白川洪水避難地図） 

Column 熊本市の大雨対策 

雨水浸透桝設置補助制度 

 雨水浸透桝を設置することで、雨水を地下に浸透させ各家

庭から外へ流れ出る量を抑え、浸水被害の軽減と地下水の

かん養を図ることができます。 

 熊本市では、家の新築、購入、リフォーム等を実施する方

や、既にお住まいのお宅に雨水浸透桝設置を計画されてい

る皆さまに対し補助金を交付することで、雨水浸透桝の積極

的な普及促進に努めています。 

（補助金額） 

・コンクリート製 19,000円/基 

・塩化ビニル製（ポリプロピレン製） 14,000円/基 

※申請限度額 20万円 
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熊本地震で明らかとなった課題や教訓を踏まえ、災害対策マニュアルや業務継続計画の不断の

見直しや関係機関との連携強化などを通じ、迅速な初動態勢の確立や受援体制の構築を図ります。

また、小中学校に設置している貯水機能付給水管やマンホールトイレを活用し、共助の観点から災

害対策を進めます。 

 

・業務継続計画（ＢＣＰ）の見直し 

・避難所運営委員会等を対象とした貯水機能付給水管を活用した給水所の設置・運用研修の実施 

・貯水機能付給水管が整備された小中学校への装備品の新規配備、既設装備品の点検実施 

・小中学校へのマンホールトイレ 3９0基の配備（令和５年度末累計） 

 

  

これまでの実施内容 

熊本地震の際の他都市からの応援 

熊本地震後に配備した大型給水車 

災害対応能力の強化 

上下水道局内に設置した貯水機能付給水管 

取組 6 

時点更新 

避難所運営委員会等を対象とした貯水機能

付給水管を活用した給水所の設置・運用研修 
時点更新 

マンホールトイレ 

他都市からの受援 

他都市への支援 
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熊本地震で得た課題や教訓を活かし、災害対応に関する計画等の見直しや新規策定、他事業体・関係

機関等との連携を強化するための協定を締結するなどし、迅速な初動態勢の確立や受援体制の構築等、

危機管理体制の強化を図ってきました。 

 今後も、局内外において課題や情報を共有するとともに防災対策の更なる検討を行い、危機管理体制

の不断の見直しに取り組みます。 

 また、防災訓練を繰り返し実施することで、刻一刻と変化する災害状況に対して職員一人ひとりが迅速

かつ的確に行動し、また柔軟に対応できるよう、職員個人及び組織としての災害対応能力の向上に努め

ます。 

 

 

 

   

 

局内での見直し検討

他
事
業
体
・
関
係
機
関

上下水道局の危機管理体制

協定・ルール

職員・組織の災害対応能力の向上

課
題
の
反
映

局防災訓練 など

毎年 延べ1,000時間

災害対策マニュアル

ＢＣＰ（業務継続計画）

等

を目標に

　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

関係機関との連携強化

災害対応訓練の実施

災害対策マニュアルや業務継続計
画、災害時支援受援計画の見直し

協定内容の見直し、新たに連携が必要な業務

の検討

局内での課題や情報の共有、

見直し内容の検討・実施

局防災訓練、応急給水訓練、日本水道協会九州

地方支部合同防災訓練、災害対応訓練

計画期間中の実施内容 

危機管理体制の不断の見直し 
1

1 
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 災害時における漏水情報や不出水に関する問合せなどについて、速やかに対応できるよう、コールセン

ターやＷＥＢ受付システムを迅速に稼働させる体制を維持します。寄せられた情報は、データベースに集

約することで被災状況を的確に把握し、迅速で適切な指揮命令に活用します。 

 さらに、管路情報システムを活用し、お客さまの通報や現場調査の結果等を画面上の目印として簡易的

に記録することで、災害時の円滑な情報共有に活かします。今後も業務継続計画等の見直しに合わせ機

能拡張を検討し、システムの更なる有効活用に取り組みます。 

 一方、断水や応急給水などの情報発信については、ホームページによる周知のほか、マスメディアの協

力による広域的な広報や状況に応じて広報車による広報など多様な手段を用いるとともに、誰にとっても

わかりやすい内容でお伝えします。 

 

 

コールセンター

ＷＥＢ受付システム

災害情報の受信体制

発災直後から 早急に 立ち上げ

csv形式

に変換

市民からの情報

調査・応急復旧に活用受け付けた情報を

に集約

データベース

情報共有

必要な情報を簡易的なメモとして残す

画面上に

表示！

管路情報システムの活用

平 時

災害時広報計画の更新（毎年度）

非常時のための

飲料水の備蓄の呼びかけ

災 害 時

・ホームページへの掲載

・報道機関への協力要請

・断水が発生した地区への広報車の派遣

災害情報 の発信

毎月10本の ＣＭ放送 随時、災害情報 を発信

ラジオを利用した防災関係の啓発ＣＭ放送

災
害
情
報
の
受
信

災
害
情
報
の
発
信

災害情報の円滑な受発信 
1

2 
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　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

災害情報の受信

災害情報の発信

システム等の維持管理

災害時広報計画の毎年度の更新

ラジオを利用した防災関係の啓発ＣＭ放送

（平時：月10本 災害時：随時）
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　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

応急給水計画の更新

貯水機能付給水管の活用

人員配置、資機材整備等に合わせた更新

（毎年度）

小中学校への装備品の新規配備、点検

避難所運営委員会向けの操作研修

 

 熊本地震の経験を踏まえ、広域断水下における応急給水の課題に対応するため、引き続き応急給水態

勢の機能強化を図ります。 

市内の小中学校に設置されている貯水機能付給水管を活用し、当局は給水車で巡回して水を補給す

る役割を担い、避難所運営委員会に給水所の設置や給水活動を実施していただくことにより、地域住民

と連携した「共助」による災害対策を充実させていきます。 

 貯水機能付給水管や給水タンクの活用により、災害時に 60 箇所以上で応急給水所の設置ができるよ

うに計画しています。広域断水下における応急給水では他都市の応援も不可欠であることから、受援の

有無を想定した防災訓練の実施により体制を強化していきます。 

 このような訓練の実施は、本市の応急給水体制の強化のみならず、他都市支援能力の強化にもつなが

るものです。 

 

 

 

  

充 水 拠 点

上下水道局

給水所（小中学校）

貯水機能付給水管
給水車配水池・調整池等

運搬給水

避難所運営委員会
運営方法の講習

装備品の配備

設
置
・
維
持
管
理給水活動

給水塔の整備

教
育
委
員
会

応急給水態勢機能の強化 
1

3 
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 避難所として指定されている下水道計画区域内の小中学校へ毎年 10校（各５基）のマンホールトイレを

整備し、避難所の衛生環境の向上に取り組みます。併せて、災害時に避難所を運営する避難所運営委員

会がマンホールトイレを設営できるよう、設営方法の講習を実施し非常時に速やかに活用できるよう取り

組んでいきます。 

 整備にあたっては、校舎や体育館の建替え、改修予定などの事情により、現状整備工事を実施すること

が困難な小中学校に関しても、関係部署と協議を進め早期の設置に取り組みます。 

 

 

 

 

 

  

中央区

東 区
西 区

北 区

南 区

小学校

中学校

避
難
所
運
営
委
員
会

小中学校

非常時の

設置運営

上 下 水 道 局

設置・運営方法の講習

マンホールトイレ

マンホールトイレの設置箇所一覧

新規

設置

H30整備基数：140基（累計）

累計 440基 整備します

Ｒ６までに

　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

マンホールトイレの整備

避難所運営委員会への設営方法の講習 避難所運営委員会等への設営方法の講習

小中学校への整備（毎年度10校各５基）

毎年度更新してHPに 

公表している設置箇所一覧に差替え 

数字修正 

マンホールトイレの整備 
1

4 
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基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

回/年 5
避難所運営委員会等向け
研修の実施回数

算出方法

指標の解説

5（毎年度）

避難所運営委員会等に実施した貯水機能付給水
管の操作研修の回数

市内の小中学校に配備されている貯水機能付給
水管に関する、避難所運営委員会等への操作研
修の実施状況を表します。

 

 

 

 

 

 

 

基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

時間/年 892危機管理研修延べ時間

算出方法

指標の解説

研修・訓練への参加人数×実施時間

職員や組織の災害対応能力の向上のために実
施している防災訓練など、危機管理に係る研修
や訓練への参加状況を表します。

1,000（毎年度）

検証指標 

基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

基 390 490 540 590
マンホールトイレの整備
基数

算出方法

指標の解説

マンホールトイレの総設置基数（累計）

避難所の公衆衛生の向上のために取り組んでい
るマンホールトイレの整備事業について、市内の
小中学校への設置状況を表します。
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２.循環型社会の構築に貢献し続ける (環境保全) 

 

 

 

３.水循環の保全 

本市は良質な地下水に恵まれており、水道水の水源を全て地下水で賄っています。この恵まれた環境

を守り、今後も継続して地下水を水道水源として利用していくため、地下水の量や質の保全に関する取

組に参画していきます。 

 また、海や河川などの公共用水域の水質をより良くするため、下水道処理方法の高度化を進めます。 

 

 

 

 

安全安心な水道水を将来にわたり安定的に供給するために、関係機関と連携しながら地下水保

全事業を実施します。また、限りある水資源を有効に利用します。 

 

・白川中流域水田を活用した地下水かん養事業やくまもと地下水財団等への負担金の拠出 

・林野庁の「法人の森制度」を活用した、水源かん養林「熊本市水道の森」の整備 

・熊本市における地下水の硝酸性窒素の動向など大学等研究機関が行う水質調査への協力 

・硝酸態窒素による地下水汚染の防止等を目的とした家畜排せつ物処理施設（東部堆肥センター）の 

事業に係る負担金の拠出 

・漏水多発地区を中心とした漏水調査や修繕の実施 

  

これまでの実施内容 

 

基 本 方 針 

地下水保全の取組 取組 7 

 

目指す将来像 

水田湛水の様子（白川中流域） 熊本市水道の森（熊本県西原村） 
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 熊本地域では、健全な水循環を将来にわたり維持するため「熊本地域地下水総合保全管理計画」を定

め、住民、事業者、行政が一体となって取り組む共通の地下水保全目標を設定し、それぞれの役割の中

で、地下水保全に取り組み、地下水を管理していくこととしています。 

 上下水道局では、水道水源である地下水量を将来にわたり安定して維持していくため、水源かん養林

である「熊本市水道の森」での地下水かん養を始め、白川中流域の水田たん水事業や水源かん養林整備

事業へ負担金を拠出するなど、本市環境部局や熊本地域の市町村と連携し、上下水道事業における地下

水採取量の 20％を達成できるよう地下水かん養に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間中の実施内容 

地下水かん養の取組 
1 

1 

阿蘇山

白川中流域の水田を活用した地下水かん養事業

白川中流域の転作田で、営農の一環として行われるたん水に対し

本市環境部局が助成金を交付し、地下水のかん養を促進する事業

対象地域

水源かん養林整備事業

本市環境部局が実施する白川や緑川上流域に

水源かん養機能を持つ森林の整備等を実施する事業

対象地域

地下水保全対策効果の見える化

を図るための調査研究事業や

休耕田へのたん水等による

地下水かん養推進事業等を行う

くまもと地下水財団

対象地域
（かん養事業のみ）

かん養の目安

採取量
（水道事業）

約 8,000 万㎥

地下水 目標かん養量

採取量

の10％

+10％ 合計20％

のかん養を

目指します

（約 1,600 万㎥）

熊本市

合志市

菊池市

大津町

菊陽町

益城町

西原村

御船町

嘉島町

俵山

削除 
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　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

本市環境部局が実施する
地下水保全事業への参画

熊本地域全体で実施する
地下水保全事業への参画

白川中流域水田を活用した地下水かん養事業や

水源かん養林事業への負担金の拠出

くまもと地下水財団への負担金の拠出や

関係市町村との会議等への参画

○コラムの追加：「地下水のかん養量について」 

※地下水採取量の２０％の根拠（⇒指針よりも多い涵養を行っていることを示す） 

 

＜地下水かん養指針の目標値＞ 

熊本県地下水保全条例に定める「地下水かん養指針」に基づき、本市を含む熊本地域（１１市町村）

の地下水採取者は、地下水かん養に取り組むことが義務付けられています。 

令和５年９月末に改正された県の指針では、条例に規定する重点地域に指定された熊本地域（本

市を含む１１市町村）においては、地下水採取量に見合う量（１００％）を目標として地下水かん養に

取り組むこととされています。 

 ただし、指針の改正前（令和５年１０月１日より前）から地下水採取の許可を受けている本市では、

あらかじめ許可された地下水採取量を上回らない場合に限り努力義務となっており、改正前の目

標値である地下水採取量の１０％の地下水かん養を継続することとされています。 

 

＜上下水道局の目標値＞ 

 上下水道局では、安全安心な水道水を将来にわたり安定的に供給するため、県の指針に定める

目標値の２倍である、地下水採取量の 20%を目標として地下水かん養に取り組んでいます。 

 

県の指針の改正内容 
地下水採取量の 

２割のグラフを挿入 
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熊本地域の地下水はミネラル成分がほどよく溶け込み「蛇口をひねればミネラルウォーター」と例えられ

るほど良質です。しかしながら近年、一部地域では硝酸性窒素濃度の上昇が確認されています。 

 上下水道局では、硝酸性窒素による地下水汚染の防止等を目的とした家畜排せつ物処理施設（東部堆

肥センター）の運営への協力を通して地下水質の保全に取り組みます。また、自己検査機関である水質管

理室で水道水源の水質を継続して監視することで、熊本地域の地下水質の変化を迅速に把握し、熊本地

域の水道事業体や本市環境部局、農水部局と情報共有を図っていきます。 

 

 

 

 

（出典）

第3次熊本市硝酸性窒素削減計画

一部地域で硝酸態窒素濃度が上昇傾向...

改善を図るため、本市環境部局の取組や

大学等の調査研究へ協力

地下水質調査研究報告会
運営費用の負担金の拠出や

家畜し尿の受入れ

STOP!!

硝酸態窒素

東部堆肥センター

　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

大学や研究機関等への協力

硝酸態窒素対策への協力
熊本市東部堆肥センターの運営費用に対する

負担金の拠出、

硝酸態窒素対策の会議等への参加

大学・研究機関等への協力

（水質検査結果の提供等）

時点更新 

時点更新 

地下水質の保全 
1

2 
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 水道施設などから給水される水量が有効に使われるよう漏水対策等を実施し、有効率の改善に取り組

んでいます。今後、施設等の老朽化が進むことなどから、更なる対策を検討します。 

また、浄化センターで処理した再生水を場内設備の洗浄等や一部地域に農業用水として供給すること

で年間約 1,400万㎥を利用し、水の科学館等の上下水道局の施設では雨水をろ過滅菌して池の水や 

トイレの洗浄水等に年間約 6,600㎥を利用しています。 

今後も計画的な水道水の漏水調査を進めるとともに、地域の方のニーズに合わせて再生水を提供する

など水の有効利用を推進します。 

 

 

 

再生水の利用

浄化センター

農業用水

砂ろ過施設
機器の洗浄用水 池の補給水

雨水の利用

水の科学館
中池の水

トイレの洗浄水必要に応じて修繕

漏水調査の実施

水道水の有効利用

約7,000㎥/年

水の科学館や局庁舎等での利用量

90.3%

93.0%

92.4
92.6

91.7

87.8

90.2

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6

熊本地震の影響で

漏水が多発

約489万㎥/年

農業用水としての利用量

約267万㎥/年

場内での利用量

有効率

Ｒ６ 93.0%を目指す

有効利用の推進 
1

3 

約 1,077万m3/年 

約 369万m3/年 

時点更新 
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　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

有効率の向上

雨水の利用

再生水の利用

浄化センター内や農業用水としての有効利用

（毎年度756万㎥）

再生水の放流渠

の増設

水の科学館などでのトイレ洗浄水としての利用

（毎年度7,000㎥）

漏水防止対策の実施

基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

％ 18.0
取水量に対する地下水か
ん養量の割合

算出方法

指標の解説

20.0（毎年度）

（地下水かん養量/地下水採取量）×100

地下水の大口採取者として上下水道局が取り組
んでいる、地下水かん養事業の取組状況を表し
ます。

検証指標 

基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

％ 90.0 93.3 93.7 94.0有効率

算出方法

指標の解説

（年間有効水量/年間配水量）×100

配水池から送り出した水に対する有効利用の割
合を表す指標で、水道事業における地下水の有
効利用の状況を表します。

数字修正 
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有明海を始めとする公共用水域の水質を保全するため、公共下水道の整備と未接続解消に取り

組むとともに、農業集落排水や合併処理浄化槽の担当部署と連携し本市全体の汚水処理を推進し

ます。 

また、更なる放流水質の向上を図るため、高度処理施設を東部浄化センターに段階的に整備して

いきます。 

・有明海等の水質改善に向けた、浄化センターの処理施設増設に関する地元自治会や近隣の住民

の皆さまへの事業説明会の実施 

・下水道新設工事に係る説明会での下水道事業への理解の促進や接続義務の説明 

・下水道未接続世帯への戸別訪問 

・くまもと汚水処理広域化・共同化計画に基づく農業集落排水施設の統合に向けた、関係部署との 

地元説明会の実施 

  

公共用水域の水質保全 取組 8 

これまでの実施内容 

浄化センターの処理施設増設に関する事業説明会 下水道新設工事に係る説明会 
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法令で定められた放流水質を確保するためには、浄化センターの設備機器が正常に作動することはも

とより、流入する水量や水質に応じて最適な運転管理を実施することが必要です。また、水質検査を行う

ことにより放流水の水質が法令で定められた基準に適合しているか確認しています。 

上下水道局では、浄化センターの最適な運転管理の実施や水質検査体制の構築を図るとともに、工場

や事業場等からの排水について監視指導に取り組むことで、公共用水域の水質保全に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

放流水質の確認

事業場の排水分析

浄化センターの運転管理

中部浄化センターにおける最適な運転管理の実施

その他の維持管理業務を委託している浄化センターの

運転状況の管理・監督

浄化センターの水質試験（確認試験）の実施

事業場へのや水質検査の実施

計画期間中の実施内容 

放流水質の確保 
1

1 

浄化センターの運転管理事業場の監視・指導

放流水質の確認 浄化処理した後に公共用水域に放流する水が

適正な水質になっているかを確認

水質検査回数

＝ 168 回 / 年

７か所（浄化センターの系統数） × 24 回

※適正な水質の範囲内で排水されているか

どうかを監視し指導する

工場や事業場等に対し

立入検査 や 違反指導 を実施

違反指導：検査結果に応じて随時実施

立入検査：約 120 件 / 年

流入水量や水質に応じて

反応タンクの風量や発生した汚泥の量を調整するなど

微生物の状態を最適に保つ

よう運転管理を実施

また、運転管理に必要な機器が正常に作動するよう

点検や整備に取り組む

（管理目標値は各浄化センター（系統）で異なる）

0

50

100

BOD COD SS 大腸菌群数

8
14 8 10

15 20

40

3,000管理目標

法定基準

（mg/L）

3,000

※管理目標の数値は、東部浄化センター（B系）のもの

管理目標水質 を設定し

法定基準よりも厳しい

浄化センターごとの

公共用水域の保全に努める
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有明海等の水質改善を図るため、窒素やリンの排出量を減少させる高度処理施設の整備を進めます。

施設整備にあたっては、施設能力や経済性の観点から東部浄化センターに高度処理機能を集約します。 

既存水処理施設の高度処理化については、第 1期工事分（B-3-1系）の運転状況や東部浄化センター

全体の再構築を踏まえた上で、事業を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

東部浄化センターの
高度処理化の推進

1期運転状況の確認

再構築・既存水処理施設の高度処理化の検討

時点更新 
第１期（B-3-1系増設）：H30～R５

木山川

高度処理導入による窒素・リンの削減イメージ（第１期）

公共用水域へ

（川や海）

：窒素 ：リン

膜処理装置によるろ過標準的な高度処理の過程

PN

浄化センターへの
流入水

N P
P

P P

PPP

N

N

N
N

N

NN

P

■

■

■

■
■

■

■ ■

■

■

：活性汚泥

N2N2

窒素ガスとして空気中に放出

P

P

N

N

N

N

N

■

■

■

P ■

P ■

■

P ■
P
■

■

微生物による窒素やリン等の除去 膜分離装置によるろ過

P
■

■

P
■

×
×

×
×

×
×
×
×
×

高度処理施設導入イメージ

（東部浄化センター）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

現在 B-3-1系完成 完成

放流水中の窒素含有量（計画値）

流総計画
目標値※

（kg/日）

0

100

200

300

400

500

600

現在 B-3-1系完成 完成

放流水中のリン含有量（計画値）（kg/日）

流総計画
目標値※

第1期供用開始後の窒素・リンの削減効果（予測）

※熊本県の「有明海流域別下水道整備総合計画」の中で、有明海域の水質を改善するために定められた窒素やリンの総量にかかる目標値をkg/日で換算したもの（H30年度末時点）

高度処理の推進 
1

2 

時点更新 
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海や河川などの公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道の整備を進めています。併せて、下水

道への接続率を向上させるため、工事説明会など整備前の段階で下水道の必要性を説明するとともに、

整備後には下水道の役割の啓発と接続義務の説明のために未接続世帯への戸別訪問を行っています。 

 また、汚水処理施設の高度処理化と並行して、栄養塩類の循環バランスに配慮した能動的運転管理に

も取り組みます。 

 その他、市全体における適切かつ効率的な汚水処理施設の運営の観点から、市内の植木町や城南町に

点在する農業集落排水施設の統合を本市農水部局と連携しながら進めるとともに、周辺市町村との広域

化・共同化に向けた検討も進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塚原藤山地区

計画処理人口

1,650人

鰐瀬陳内地区

計画処理人口

1,640人

農業集落排水施設位置図

南区城南町

農業集落排水施設について

将来的な公共下水道への受入れ を検討

施設の移管にあたっては

不明水の対策工事など

農水部局と連携しつつ対策を進める

北区植木町

田底中部地区

計画処理人口

1,200人

山東東部地区

計画処理人口

960人

38.5 

23.1 23.1 

38.5 38.5 

46.2 

53.8 

38.5 

30.8 

46.2 

38.5 

46.2 

53.8 

38.5 38.5 

46.2 

38.5 

23.1 

46.2 

53.8 

61.5 61.5 

69.2 

61.5 

69.2 

76.9 

61.5 

78.6 

85.7 

80.0 

73.3 
73.3 

86.7 

93.3 93.3 93.3 

86.7 

0
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60

70
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90

100

S56 S58 S60 S62 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29

（
％
）

（年度）

環境基準達成率

下水道人口普及率

環境基準達成率の近似線

河川（BOD） 海域（COD）

BOD、CODはともに水中の汚れを分解するときに消費される

酸素の量で汚れの度合いを表します。

環境基準とは、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで

維持されることが望ましい基準です。

ここでの環境基準達成率は、公共用水域の水質の環境基準を達

成している割合を示したものです。

有明海

BOD・COD環境基準達成率と下水道普及率の経年変化

総合的な汚水処理の推進 
1

3 

環境基準達成率のグラフ及び図は、汚水処理の推進と直接関

係ないため、削除。 

下水道普及率のグラフのみ、次回更新時に作成予定。 
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　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

未普及地区の整備

農業集落排水施設の移管に向けた
取組

周辺市町村との広域化・共同化に向
けた検討

下水道への接続率
（水洗化率）の向上

管路整備に伴う基本・詳細設計及び

地質調査・工事

工事説明会での啓発

未接続世帯への戸別訪問などの啓発事業

管路整備に伴う基本・詳細設計や地質調査、工事

検討会議の開催や情報交換、広域化・共同化

汚水処理施設については、上下水道局が所管する公共下水道だけでなく、農業集落排水施設や合

併処理浄化槽などによって、その整備が進められています。 

これらの施設の整備にあたっては、各施設の特徴、水質保全効果、経済性等を総合的に勘案して、

地域の実情に応じた効率的な整備手法の選定を行う必要があります。 

 熊本県で策定した「くまもと汚水処理広域化・共同化計画」において、「生活排水処理施設の

早期概成」を目指しており、生活排水を適切に処理することができる人口の割合を表す指標

である汚水処理人口普及率は、令和 5年度末実績は 98.0％であり、令和 8年度末で

98.7％を目指しています。 

96.4%

98.9 ％

95.6
95.9 96.2

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5

第７次総合計画

検証値

公共下水道

89.7％

合併処理

浄化槽

6.1％

熊本市の汚水処理率の推移

農業集落排水

0.6％

Ｈ30内訳

市街地の周辺部など農村部の集落

家屋が多く集まっている市街地 ▶公共下水道

▶農業集落排水（農集） ▶合併処理浄化槽

Column 汚水処理施設について 

汚水を個々の家ごとに処理し、直接、河川や水路

などに放流する方式

＜ 個別処理＞

▶ 合併処理浄化槽

汚水を下水管で集めて処理場で処理を行う方式

▶ 公共下水道、農業集落排水

＜ 集合処理＞

時点更新 
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基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

％ 100 100（毎年度）

（水質基準達成回数/全検査回数）×100

浄化センターで処理した下水処理水について、法
令水質基準の達成状況を表します。

水質基準達成率

算出方法

指標の解説

基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

kg/日 3,842 4,270 4,270 4,270放流水の窒素含有量

算出方法

指標の解説

浄化センターから公共用水域に放流する水に含
まれる窒素の量を表します。
※熊本市公共下水道全体計画に基づき算定して
います（R4年度末時点）

各浄化センターの放流水に含まれる窒素の総量

基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

kg/日 335 430 430 430

指標の解説

放流水のリン含有量

算出方法 各浄化センターの放流水に含まれるリンの総量

浄化センターから公共用水域に放流する水に含
まれるリンの量を表します。
※熊本市公共下水道全体計画に基づき算定して
います（R4年度末時点）

基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

％ 97.62 97.69 97.75 97.81

（下水道接続済人口/処理区域内人口）×100

下水道の整備が完了し下水道が利用可能な区域
内における、下水道への接続状況を表します。

指標の解説

水洗化率

算出方法

検証指標 
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４.資源・エネルギーの循環促進 

上下水道事業は巨大な装置産業であり、地下水のくみ上げや汚水の処理に大量のエネルギーを必要

とするため、太陽光発電や消化ガス発電によるエネルギーの創出や省電力機器の導入による温室効果ガ

ス排出量の削減を進めます。 

また、既存の下水道資源を有効に利用するとともに、肥料への利活用にも努めます。 

 

 

 

 

 

電力消費量の削減や再生可能エネルギーの創出に努めるとともに、下水道資源の有効利用に取

り組みます。 

 

・省エネルギー機器の導入による電力消費量の削減 

・浄化センターにおける省エネ運転の実施 

・局庁舎、送水場などでの太陽光発電設備の導入及び維持管理 

・戸島送水場への小水力発電設備の導入 

・配水池上部への太陽光発電設備の設置（PPA事業） 

・中部浄化センター及び東部浄化センターへの消化ガス発電設備の導入 

・南部浄化センターへの繊維利活用システムの導入 

・下水汚泥の有効利用率 100％の達成 

 

 

  

    

カーボンニュートラルの実現に向けた取組 

9,157 8,184 8,016 7,683 7,413

10,805
10,458 10,220 10,009 9,992

7,732

7,266 7,042 7,315 7,353

3,007

3,238 3,461 3,957 4,154

0.393

0.375
0.367

0.373
0.362

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

H21 H23 H25 H27 H29

30,702

29,146 28,739 28,964
28,913 千kWh

下水道事業における電力消費量の推移

その他

南部浄化

センター

東部浄化

センター

中部浄化

センター

処理量１㎥あたりの

電力消費量

kWh/㎥

これまでの実施内容 

取組 9 

 

基 本 方 針 

14,486

19,144

8,174

2,894

0.572
0.580 0.577

0.557
0.553 

0.300

0.350

0.400

0.450

0.500

0.550

-5000

5000

15000

25000

35000

45000

55000

65000

H21 H23 H25 H27 H29

kWh/㎥

※

※ 取水、送水もしくは配水施設が同一敷地内にある施設（水源地、配水池等）

45,281
46,428 46,478

44,772
44,699 千kWh

水道事業における電力消費量の推移

その他

取水施設

送水施設

配水施設

配水量１㎥あたりの

電力消費量

の一部について、推計値で算出

時点更新 
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水運用センターでの集中管理

融通管

水融通機能の活用

Ａ配水区 Ｂ配水区

末端水圧の監視による水圧制御

必要最低限

の圧力での運用

路上局

配水区末端

水質管理目標、エネルギー削減目標をバランス良く設定

省エネルギー機器の導入

トレードオフ
消費エネルギー

の削減

放流水質

の確保

Ｒ２～Ｒ11で

処理量１㎥当たりの電力消費量の

５％ 削減を目指す（Ｈ30実績比）

浄化センターの運転管理

間欠運転など運転の合理化 等
電力効率悪電力効率良

配水量 増 配水量 減

配水

ポンプ

の水圧を計測

下 水道 施設水 道施 設

省エネルギー機器の導入

配水ポンプ（西梶尾配水場）

Ｒ５更新予定

ポンプ操作盤（庄口水源地）

Ｒ２更新予定

送風機（南部浄化センター）

Ｒ２更新予定

汚泥脱水機（中部浄化センター）

Ｒ３更新予定

 

 設備の新規整備や改築更新の際に、インバータ制御による配水ポンプなど省エネルギー性能が優れて

いる機器を積極的に導入することで、電力消費量を削減させます。 

 夜間など比較的に水使用量が少ない時間帯には配水区間の水融通機能を活用し、電力効率が良い配

水施設からの配水量を増やすほか、昼間の時間帯よりも水圧を下げるなど、水運用センターでの集中管

理による効率的な運用により電力消費量の削減に努めます。 

 また、浄化センターでは、主ポンプの運転水位や揚水量、送風機の運転組み合わせの最適化など省エネ

運転を実施しています。さらに、高効率なポンプや送風機、超微細気泡型散気装置などの省エネ効果が

優れている機器を積極的に導入します。 

  

 

 

  

計画期間中の実施内容 

1

1 省エネルギー機器の導入と効率的な運用 

時点更新 

　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

浄化センターでの効率的な運用

水道施設における
省エネルギー機器の導入

水運用センターでの
効率的な運用

健軍配水場ポンプの高効率化等（設計、工事）

配水池間の水融通機能を活用した水運用

必要最低限での水圧による配水

浄化センターにおける省エネ運転の実施
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 局庁舎や水の科学館、送水場などでの太陽光発電や、戸島送水場での小水力発電、配水池上部での

太陽光発電（PPA 事業）、下水汚泥処理時に発生するガスを活用した消化ガス発電、下水汚泥の固形燃

料化による火力発電への寄与によって年間 1３,９00千 kWhの発電量を確保するなど、上下水道の持つ

ポテンシャルを活かした再生可能エネルギーの創出に努めます。さらに、PPA 方式による、配水池や浄化

センターへの太陽光発電設備の設置及びカーボンフリー電力の購入を行います。 

 

 

 

  

汚泥固形燃料化施設

（南部浄化センター）

消化ガス

小水力

太陽光

東部浄化センター

戸島送水場

上下水道局庁舎本館

東部浄化センター

中部浄化センター

戸島送水場

上下水道局庁舎本館

上下水道局庁舎別館

水の科学館 等

５施設

１施設

２施設

再生可能エネルギー発電量

9,000千 kWh/年

以上の水準を維持

消化ガス発電

H30実績 約5,400千kWh

汚泥 ⇒ 燃料に

炭化固形物

火力発電所

発電目標

火力発電 に利用

H30実績 約4,000千kWh

一般家庭3,000世帯分

の年間消費量に相当

小水力発電

H30実績 約140千kWh

太陽光発電

H30実績 約130千kWh

　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

再生可能エネルギー発電量の増
加に向けた取組

既存設備による再生可能エネル
ギーの活用

太陽光・小水力・消化ガス発電、下水汚泥の固形燃料化による火力
発電への寄与（毎年度9,000千kWh以上の水準を維持）

再生可能エネルギー発電設備の新規配備の検討

既存設備の稼働率向上の検討

太陽光発電設備や消化ガス発電設備の導入

1

2 再生可能エネルギーの活用 

時点更新 
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 下水汚泥のセメント化・コンポスト化・固形燃料化を継続し、令和 6年度から新たな有効利用先として溶

融スラグ化を開始しました。引き続き有効利用率 100％を維持するとともに、南部浄化センターで効果を

発揮している繊維利活用システムについて、新たに東部浄化センターへ導入し、下水汚泥の脱水効率向

上等による維持管理費用の削減に努めます。 

 また、循環型社会への貢献の観点から、消化ガス発電設備の増設によるエネルギーの有効利用を拡大

します。さらに新たな取り組みとして、国策としても進められている下水汚泥の肥料利用があります。本市

においても下水中に含まれる窒素やリン資源の地産地消を期待できることから、令和６年 4 月に既存施

設で生成される乾燥汚泥を「肥ごのじゅんかん肥」として肥料登録し試験利用を開始しました。今後は試

験利用による PRを継続しつつ、農業関係者への意向調査等を実施し、将来的な一般利用の可能性を検

討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱水汚泥下水汚泥

脱水

繊維利活用システムの導入

汚泥から取り出した繊維分

下水汚泥からいったん繊維分（トイレットペーパーなど）

脱水効率の向上による

処分費用の削減

い
っ
た
ん
抽
出

投
入

セメント化（マテリアル利用）

コンポスト化（肥料利用）

固形燃料化（エネルギー利用）

下水汚泥の有効利用
削減効果額

△29,000千円/年

を抽出し、脱水処理の直前の汚泥に投入

全

有
量

効
利
用

1

3 下水道資源の有効利用 

浄化センター

消化ガス

発生量 増加

発電・ボイラーなど

有効利用量の増加

受入れの検討

地域バイオマス

し尿・浄化槽汚泥

生ごみ

刈草・水草・剪定枝

受入れ施設

消化ガスの有効利用

消化タンク

汚泥混合槽水処理施設
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基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

％ 78.3 78.0 80.0 80.0消化ガスの有効利用率

算出方法

指標の解説

（消化ガスの有効利用量/消化ガス発生量）×
100

浄化センターで発生する消化ガスに対して、発電
やボイラーなどで有効に利用している消化ガス
の割合を表します。

基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

千kWh/年 12,273再生可能エネルギー発電量

算出方法

指標の解説

13,900千kWh/年 以上の水準を維持

太陽光発電量＋小水力発電量＋消化ガス発電
量+下水汚泥の固形燃料化による寄与発電量

再生可能エネルギーを利用した太陽光発電・小
水力発電・消化ガス発電による発電量と下水汚
泥の固形燃料化による寄与発電量の合計を表し
ます。

 

 

 

 

 

 

 

　　　年次予定 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

下水汚泥の有効利用の促進

消化ガスの有効利用の推進

建材原料・コンポスト・固形燃料化の実施
（有効利用率100％の継続)

消化ガス発電設備の増設

繊維利活用システムの導入・肥料化の検討

消化ガス発電、ボイラー、固形燃料化等での有効利用

新規設備導入・既存設備改良の検討

消化ガス発電設備の増設

基準値
（R5） Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

kWh/年 0.345 0.387 0.387 0.387
処理水量１㎥当たりの電
力量

算出方法

指標の解説

浄化センターで消費される年間電力量/年間処
理水量

浄化センターに流入する汚水１㎥当たりの処理
に必要な電力消費量を表します。

・消化ガスの利用設備を増設しない限り利用率

が上がらないため削除 

・消化ガスの発電量は上記指標に含まれるため

削除 

検証指標 
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